
新旧対照表（千葉市総合評価落札方式ガイドライン） 

旧（令和７年１０月１日） 新（令和８年４月１日）一部改定 摘要 

 

２）企業に属する技術者の情報 

 

※ 女性技術者を登録する場合は、利用登録時に、被保険者番号、マイ

ナンバー等をマスキング(黒塗り)した健康保険被保険者証(有効期限

内のもの)又はマイナンバーカードの写しを提出してください。 

 ※ 所属企業からご提供いただいた技術者の氏名・生年月日等の個人情

報を、千葉市から所属企業以外に知らせることはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）企業に属する技術者の情報 

※ 女性技術者を登録する場合は、利用登録時に、上記登録事項以

外をマスキング(黒塗り)したマイナンバーカード、住民票、住民基

本台帳カード等の写しを提出してください。 

 ※ 所属企業からご提供いただいた技術者の氏名・生年月日等の個人情

報を、千葉市から所属企業以外に知らせることはありません。 

 

P34 

確認書類修

正 



新旧対照表（千葉市総合評価落札方式ガイドライン） 

旧（令和７年１０月１日） 新（令和８年４月１日）一部改定 摘要 

 

（１）若手・女性技術者の配置 

 ・特別簡易型・実績育成タイプの場合は、入札公告年度の４月１日時点

の年齢が満４０歳未満である、又は、女性技術者を主任（監理）技術

者若しくは現場代理人として配置する場合に加点されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・女性技術者を配置する場合は、あらかじめ利用登録時に、被保険者番

号、マイナンバー等をマスキング(黒塗り)した健康保険被保険者証(有

効期限内のもの)又はマイナンバーカードの写しを提出してください。 

 ・令和５年度から女性技術者の評価が追加されたため、令和４年度以前

に技術者の登録がされている場合でも、女性技術者としての登録には、

証明資料として健康保険被保険者証(有効期限内のもの)又はマイナン

バーカードの写しの提出が必要です。 

 ・女性技術者を現場代理人として配置するときに、技術者の利用登録が

されていない場合は、利用登録をしてください。 

 

 

 

（１）若手・女性技術者の配置 

 ・特別簡易型・実績育成タイプの場合は、入札公告年度の４月１日時点

の年齢が満４０歳未満である、又は、女性技術者を主任（監理）技術

者若しくは現場代理人として配置する場合に加点されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・女性技術者を配置する場合は、あらかじめ利用登録時に、氏名、生年

月日、性別以外をマスキング(黒塗り)したマイナンバーカード、住民票、

住民基本台帳カード等の写しを提出してください。 

 ・令和５年度から女性技術者の評価が追加されたため、令和４年度以前

に技術者の登録がされている場合でも、女性技術者としての登録には、

証明資料としてマイナンバーカード、住民票、住民基本台帳カード等の

写しの提出が必要です。 

 ・女性技術者を現場代理人として配置するときに、技術者の利用登録が

されていない場合は、利用登録をしてください。 
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新旧対照表（千葉市総合評価落札方式ガイドライン） 

旧（令和７年１０月１日） 新（令和８年４月１日）一部改定 摘要 
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新旧対照表（千葉市総合評価落札方式ガイドライン） 

旧（令和７年１０月１日） 新（令和８年４月１日）一部改定 摘要 

 

（３）配置予定技術者の情報入力 

 

（例．２人の配置予定技術者を選出し、技術提案を行った場合の評価例） 

 

・２人の配置予定技術者を選出した場合、どちらか一方でも基礎点制度

申請がされていない場合は、欠格となります。 

・特別簡易型・実績育成タイプの場合は、入札公告年度の４月１日時点

の年齢が満４０歳未満である場合、又は、女性技術者を主任（監理）

技術者若しくは現場代理人として配置する場合に加点されます。 

 

 ・女性技術者を配置する場合は、あらかじめ利用登録時に、被保険者番

号、マイナンバー等をマスキング(黒塗り)した健康保険被保険者証(有

効期限内のもの)又はマイナンバーカードの写しを提出してください。 

 ・令和５年度から女性技術者の評価が追加されたため、令和４年度以前

に技術者の登録がされている場合でも、女性技術者としての登録に

は、証明資料として健康保険被保険者証(有効期限内のもの)又はマイ

ナンバーカードの写しの提出が必要です。 

 ・女性技術者を現場代理人として配置するときに、技術者の利用登録が

されていない場合は、利用登録をしてください。 

 

 

 

 

 

 

（３）配置予定技術者の情報入力 

 

（例．２人の配置予定技術者を選出し、技術提案を行った場合の評価例） 

 

・２人の配置予定技術者を選出した場合、どちらか一方でも基礎点制度

申請がされていない場合は、欠格となります。 

・特別簡易型・実績育成タイプの場合は、入札公告年度の４月１日時点

の年齢が満４０歳未満である場合、又は、女性技術者を主任（監理）

技術者若しくは現場代理人として配置する場合に加点されます。 

 

 ・女性技術者を配置する場合は、あらかじめ利用登録時に、氏名、生年

月日、性別以外をマスキング(黒塗り)したマイナンバーカード、住民票、

住民基本台帳カード等の写しを提出してください。 

 ・令和５年度から女性技術者の評価が追加されたため、令和４年度以前

に技術者の登録がされている場合でも、女性技術者としての登録に

は、証明資料としてマイナンバーカード、住民票、住民基本台帳カー

ド等の写しの提出が必要です。 

 ・女性技術者を現場代理人として配置するときに、技術者の利用登録が

されていない場合は、利用登録をしてください。 
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